スポット案 ❷ 「議員立法で再審法改正を」（全国アクションウィーク）

ご通行中のみなさん、こんにちは。
私たちは全国で冤罪事件などの支援をしている人権団体、日本国民救援会〇〇支部です。
みなさんは、「再審」という言葉をご存じでしょうか。誤った裁判で「有罪」とされた人を救うために、もう一度裁判をやり直す制度です。
ところが日本の再審制度は欠陥だらけで、まともに機能していません。
たとえば袴田事件や福井女子中学生殺人事件では、無実を証明するまでに40年も50年もかかりました。人間の人生をほとんど奪ってしまう年月です。
このような悲劇を二度と繰り返さないために、超党派の国会議員が協力して「再審法改正案」を作りました。
この法案は、
　①検察が持っている証拠をきちんと開示させる
　②無罪を妨害するような検察の不服申立てを禁止する
　③再審の手続きを明確にして無駄な時間をなくす
――という再審制度に最低限必要なルールをまとめたものです。臨時国会で継続審議になっているこの法案。一日も早く国会を通すことが求められています。

しかし今、法務省と検察が進めようとしている「法制審の案」は、まったく逆方向。
なんと「証拠の開示をできるだけ制限」しよう、「市民や弁護士が支援活動に証拠を使うことを禁止」しよう、としているのです。
これでは、まともに機能していない再審が、今よりも悪くなってしまう危険があります。
袴田事件の再審を後押ししたのは、市民による「5点の衣類の味噌漬け実験」でした。「一年二カ月も味噌に浸かっていた血痕があんなに赤いはずなない」との素朴な疑問から出発した実験が、袴田さんの無実を証明したのです。
法制審の案が通れば、こうした市民の力で真実を明らかにすることが、できなくなるかもしれません。

いま、声をあげなければ、再審はもっと遠くなります。
秋の臨時国会で「議員立法で再審法改正を！」の声を広げて下さい。
私たち市民の声で、再審法の“改悪”を止め、冤罪被害者を救う“本当の改革”を実現させましょう！今仲間がビラを配布しています。受け取っていただき、署名へのご協力をお願いします。
私たちは、日本国民救援会〇〇支部です。

